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2022年度診療報酬 疑義解釈（その1~その28）

凡例

通知等 MPSコメント疑義解釈

本資料は算定要件のうち
特に病院薬剤師や多職種連携に注目した資料を作成しました
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生活習慣病管理料改定の背景

●【生活習慣病管理料】は、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病患者の治療において生活習慣に関する総合的な治療管理が

重要であることから設定されていますが、算定する医療機関数・算定回数は共に減少しています。

※1 中医協総会 令和3年10月20日 外来(その2)より抜粋・加工して作成

生活習慣病管理料を算定している医療機関の年次推移※1 生活習慣病管理料の算定回数の年次推移※1

糖尿病の医療体制構築に係る指針※2

生活習慣病管理料の算定について困難なもの※1 （病院の回答上位より２つ抜粋）

●算定施設への調査結果から、管理方針変更の理由等の診療録への記録と該当患者数の定期的な記録や、自己負担が

増えることへの患者理解が得にくいことが算定のネックになっていると考えられます。

●高血圧症や糖尿病等における多職種による療養指導の重要性について、指針、ガイドライン等で示されています。

予防・治療には、患者自身による生活習慣の自己管理に加えて、内科、眼科、小児科、産科、歯科等の各診療科が、
糖尿病の知識を有する管理栄養士、薬剤師、保健師、看護師等の専門職種と連携して実施する医療サービスが必要となる。

※２ 医 政 地 発 0331第3号「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」より抜粋・加工して作成

（令和元年6月1カ月間に生活習慣病管理料を
算定した患者がいた施設）

病院 （n=7）

診療所（n=161）

H30 R1 R2

自己負担が上がることの患者の理解が得にくいため

糖尿病又は高血圧症の管理方法を変更した場合に、その理由及び
内容等を診療録に記録し、当該患者数を定期的に記録すること

減少傾向 減少傾向

H30 R1 R2

本資料は、2022年12月2日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
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●院内処方と院外処方で分かれていた評価を一本化し、

点数が見直されました

●生活習慣に関する総合的な治療管理について、薬剤師

を含む多職種と連携して実施しても差し支えないこと
が明確化されました

●管理方針を変更した糖尿病、高血圧患者数の

定期的な記録は不要となりました

●診療内容に関するデータを継続して提出している場合の

評価として外来データ提出加算が新設されました
総合的治療管理

2022年度診療報酬で改定された主な内容

【主病】

改定前 改定後

院外処方 院内処方 ー

脂質異常症 650点 1,175点 570点
高血圧症 700点 1,035点 620点
糖尿病 800点 1,280点 720点

等

多職種

●服薬 ●喫煙
●運動 ●体重・血圧測定
●休養 ●飲酒
●栄養 ●その他

連携して
実施

糖尿病・高血圧管理方針変更時の要件

改定前 改定後
診療録に記録 要 要

患者数の定期的な記録 要 不要

診療の内容に関するデータを
継続して厚生労働省に提出

［新設］

外来データ提出加算

生活習慣

※ 主病とは、全身的な医学管理の中心となっている疾患

医師

薬剤師

看護師管理栄養士

●投薬に関する費用が包括点数から除外され、
出来高で算定することとなりました

包括範囲
に含まれる
費用

医学管理等 検査

注射 病理診断

包括範囲
から除外
された費用

投薬
（処方料、処方箋料、薬剤料等）

本資料は、2022年12月2日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
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生活習慣病管理料 点数概要

点数名 対象 点数 算定回数

生活習慣病管理料

１ 脂質異常症を主病とする場合 570点

月1回に限り２ 高血圧症を主病とする場合 620点

３ 糖尿病を主病とする場合 ※1在宅自己注射指導管理料との併算定不可 720点

┗血糖自己測定指導加算
（2型糖尿病の患者でインスリン製剤を使用していないものに対し、
血糖自己測定値に基づく指導を行った場合）

500点 年1回に限り

┗ 外来データ提出加算 診療報酬の請求状況、生活指導管理の状況等のデータを継続して提出（要届出） 50点
所定点数に
加算

包括範囲
に含まれる
費用

医学管理等
（※2）

検査

注射 病理診断

包括範囲
から除外
された費用

投薬
（処方料、処方箋料、薬剤料等）

※2 下記点数は別途算定可能

・糖尿病合併症管理料 ・がん性疼痛緩和指導管理料

・外来緩和ケア管理料 ・糖尿病透析予防指導管理料

生活習慣病管理料の包括範囲

算定可能な医療機関:200床未満の病院・診療所

本資料は、2022年12月2日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

高血圧症

糖尿病

脂質異常症

出来高算定

生活習慣病患者の算定方法

生活習慣病患者には「生活習慣病管理料」「出来高」どちらかを選択し、算定することが可能
（初診料を算定した日の属する月においては、本管理料は算定しない）

翌月変更可

選択

生活習慣病管理料算定

月1回以上の

総合的な治療

病態悪化時

資料No.20221202-2029-p4
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生活習慣病管理料の算定要件

算定要件の概要

生
活
習
慣
病
管
理
料

1 治療計画の策定と治療管理（多職種連携可）

2 療養計画書による説明と同意、療養計画書の交付・診療録への添付

3 包括される診療報酬点数

4 治療管理の実施頻度（少なくとも月に1回以上）

5 算定月における療養計画書の交付（内容に変更がなくとも4カ月に1回以上は交付）

6 病状悪化時の取扱い（翌月から算定しないこともできる）

7 算定患者と非算定患者の混在可

8 ＜糖尿病、高血圧患者＞管理方針変更時の記録（理由及び変更の内容）

9 診療ガイドライン等の確認

10 （保険者から求めがあった場合）患者の同意と保険者への情報提供

11 ＜糖尿病患者＞患者の状態に応じた眼科への受診勧奨（年1回程度）

加算

12
【血糖自己測定指導加算】対象患者：中等度以上の糖尿病患者（2型糖尿病でインスリン製剤を使用していないものに限る）

算定頻度：1年に1回

13
【血糖自己測定指導加算】・患者に月20回以上血糖を自己測定させ、検査値等を報告させる

・報告に基づき指導を行い療養計画に反映させる

加算 14 【外来データ提出加算（要届出）】継続したデータの提出

本資料は上記の算定要件のうち
特に病院薬剤師や多職種連携に注目した資料を作成しました

本資料は、2022年12月2日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
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多職種連携による総合的な治療管理

医師のタスクシェア／タスクシフトの観点から総合的な治療管理について、医師以外の医療関係者も
共同で実施することができるようになりました

喫 煙 運 動 栄 養 休 養 体重管理

血圧管理 服 薬 飲 酒

看

★医師以外で治療管理の指導ができると考えられる主な職種

栄

薬

看

栄

看

看 看

栄

看

理

総合的な治療管理

本資料は、2022年12月2日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

医師

薬剤師

管理栄養士

看護師

理学療法士

連携

保健所の職員又は
他の保険医療機関の職員

資料No.20221202-2029-p6
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多職種が連携して行うことができる業務

診療・治療の流れ

診療録

③療養計画書に

同意・署名

医師

写しを添付

変更ない場合も4カ月に１回以上

対象患者
脂質異常症
高血圧症
糖尿病

を主病とする患者
（外来・在宅）

本資料は、2022年12月2日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

療養計画書(初回）

療養計画書(継続)

⑤必要な指導（多職種連携可）

①治療計画を策定

医療機関が実施 患者が実施多職種連携可

②総合的な治療管理を行う旨の説明

算定月

④交付

医師 薬剤師 管理栄養士看護師 理学療法士

連携

資料No.20221202-2029-p7
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療養計画書（初回・継続）の記入

療養計画書(初回）（別紙様式９） 療養計画書(継続)（別紙様式９の2）

本資料は、2022年12月2日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

●総合的な治療管理で示した9つの項目（服薬・運動・休養・栄養・喫煙・体重血圧の計測・飲酒及びその他療養）について、

多職種連携により実施した場合は、各担当者名の記入が必要です

●担当医は、記入された療養計画書に基づき、今後の治療や指導を総括的に行います

・（継続用）初回用と比べ、身長や問診のチェックボックス、非喫煙者のチェックボックス等が簡略化されています

・（共通）【必須項目】 糖尿病の患者：血糖値、HbA1cの値
高血圧症患者：血圧の値

資料No.20221202-2029-p8
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血糖自己測定指導加算

【対象患者】
中等度以上の２型糖尿病の患者で
インスリン製剤を使用していないもの

療養計画書

②血糖を自己測定
（月20回以上）

検査値

生活状況等

③報告

血糖試験紙
（テスト・テープ）

①給付
固定化酵素電極
（バイオセンサー）

⑤反映

加算には血糖自己測定に係わる全費用が含まれる

④必要な指導

血糖自己測定指導加算の算定要件に多職種連携は明記されていませんが、生活習慣病管理料の治療管理には
多職種連携が記載されていることから、本加算の算定に係る指導についても薬剤師の関与が可能と考えられます

医師

医師 薬剤師 管理栄養士看護師 理学療法士

連 携

本資料は、2022年12月2日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

医療機関が実施 患者が実施多職種連携可

資料No.20221202-2029-p9
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生活習慣病管理料 まとめ

●生活習慣病は、生活習慣に関する総合的な治療管理が重要ですが、厳しい算定要件

により、「生活習慣病管理料」を算定する医療機関数や算定回数は減少傾向となって

いました

●2022年度改定では、薬剤師を含む多職種と連携して総合的な治療管理を実施できる

ことが明確化され、算定減少の要因となっていた患者数の記録要件の削除や、投薬費

用を出来高とする等の見直しが行われました

●算定要件の緩和により、生活習慣病管理料を算定する医療機関や患者数の増加が予

想され、薬剤師が多職種と連携して生活習慣病患者に対する薬学的知見に基づいた

治療管理を行う機会が増えると推測されます

本資料は、2022年12月2日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
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(１) 「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した
上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ 当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を
行う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２) 「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３) 「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４) 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５) 「注1 のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６) 医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７) 持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８) 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36 の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg 以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg 以上減少した場合を含めることができる。
(11) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服
薬の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。
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